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包括外部監査のあらまし

１．外部監査の種類

地方自治法第252条の37第１項および「京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例」の規定に基づく包括外部監

査である。

２．外部監査のテーマ（地方自治法第252条の37第１項にいう特定の事件）

京都府における平成17年度の包括外部監査のテーマとして、以下を選定した。
�１ 「府税の賦課徴収に関する事務の執行について」
�２ 「農業関係の試験研究機関における財務に関する事務の執行、研究及びその成果の還元について」

それぞれのテーマの選定理由は次のとおりである。
�１ 京都府政の推進にあたって府税収入の確保が重要であることは言うまでもなく、また、地方財政における自主財

源の重要性は今後一層高まることが予想される。

こうした状況の中、府民の税務行政への信頼性を高め、負担の公平性を維持していくためには、適正な課税処理

や滞納整理の促進は喫緊の課題であると思料する。

そこで、府税の賦課徴収事務について、法令や条例等への準拠性を検証するとともに、徴収率の改善や徴収コス

トの削減といった個別課題に加えて、税務行政全般にわたって外部の専門家の視点から検討を加えることは有用で

あると判断した。

さらに、これらの検証や検討を通じて、地方自治法第２条第14項にいう「最少の経費で最大の効果」、同第15項

がいう「組織及び運営の合理化」の実現の一助となりうる積極的な提言にも繋げたいと企図し、本テーマを選定し

た。
�２ 京都府においては、保健福祉、商工、農林水産の各所管のもとに各種試験研究機関が設置され、それぞれの専門

分野での試験研究が行われているが、その成果がどのような形で府民に還元されているのか、なかなか見えずらい

部分がある。

とりわけ農林水産関係においては、農業従事者の高齢化が加速的に進行する中で、品種改良、栽培技術の改善や

機械化、作業の分業化などの作業効率と快適性向上のための技術開発が喫緊の課題として解決を求められ、試験研

究機関の役割は重要性を増しているともいえよう。

そこで、今回はこの農業関係の試験研究機関に焦点をあて、京都府域の農業振興にどのような成果をもたらして

いるのかを検証し、その課題や組織のあり方、さらには今後各試験研究機関に期待される役割について明らかにす

ることが有用であると判断し、本テーマを選定した。

３．包括外部監査人および補助者の氏名・資格
�１ 包括外部監査人

公認会計士・税理士 光 田 周 史
�２ 包括外部監査補助者

公 認 会 計 士 新 井 英 植

公認会計士・税理士 伊 藤 久 人

税 理 士 垣 木 英 宏

公認会計士・税理士 津 田 穂 積

公認会計士・税理士 土江田 雅 史

公 認 会 計 士 堀 田 喜代司

立命館大学法科大学院教授 三 木 義 一 （五十音順）

４．外部監査の実施期間と執務日数等

平成17年７月22日から平成18年３月３日までであり、その間の執務日数は次の通りである。
（単位：日数）

①監査対象機関等への往査等 ②事務所執務 計（①＋②)

包括外部監査人 29 63 92

包括外部監査補助者 95 131 226

合 計 124 194 318

（注１） 平成17年７月22日から平成18年３月３日までの集計であり、平成18年３月３日以後に実施された監査結果の報告等に
係る執務日数は含んでいない。

（注２） ②の事務所執務は、包括外部監査人の事務所における執務に加えて、補助者が自らの事務所で執務した時間を含む。
（注３） １日の執務時間を６時間として日数計算をしている。
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５．利害関係
京都府と包括外部監査人ならびに補助者との間には、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はな
い。
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第１ 外部監査の概要
１．外部監査の種類
地方自治法第252条の37第１項および京都府外部監査契約に基づく監査に関する条例の規定に基づく包括外部監査
２．外部監査のテーマ（地方自治法第252条の37第１項にいう特定の事件）
2.1．選定したテーマ
選定したテーマは「府税の賦課徴収に関する事務の執行について」である。
2.2．テーマの選定理由
京都府政の推進にあたって府税収入の確保が重要であることは言うまでもなく、また、地方財政における自主財源の
重要性は今後一層高まることが予想される。
こうした状況の中、府民の税務行政への信頼性を高め、負担の公平性を維持していくためには、適正な課税処理や滞
納整理の促進は喫緊の課題であると思料する。
そこで、府税の賦課徴収事務について、法令や条例等への準拠性を検証するとともに、徴収率の改善や徴収コストの
削減といった個別課題に加えて、税務行政全般にわたって外部の専門家の視点から検討を加えることは有用であると判
断した。
さらに、これらの検証や検討を通じて、地方自治法第２条第14項にいう「最少の経費で最大の効果」、同第15項がい

う「組織及び運営の合理化」の実現の一助となりうる積極的な提言にも繋げたいと企図し、本テーマを選定した。
３．外部監査の実施期間
平成17年７月22日から平成18年３月３日まで
なお、監査対象期間は、原則として平成16年度とするが、必要に応じて過年度にも遡及するとともに、平成17年度以
降の予算等についても参考としていることを申し添える。
４．外部監査の方法
4.1．監査の要点（監査の着眼点）
監査に際して着目したのは、次の点である。
① 賦課事務に関しては、法令・条例等に準拠して行われているか否か、また網羅的に行われているか否か、さらに
は効率的に行われているか否かという観点から監査を実施した。
② 徴収事務に関しては、法令・条例等への準拠性の検証と並行して、効率的かつ合理的に行われているか否か、さ
らには徴収率向上のために必要な措置が執られているかどうかという観点から監査を実施した。
③ 賦課徴収にあたっての人的あるいは物的な組織や機構のあり方について現状分析を行うとともに、今後の望まし
い姿を模索するという観点から監査を実施した。

4.2．主な監査手続
監査にあたって採用した主な手続きは次のとおりである。
① 府税に関する各種統計資料に基づき、府税の税務機構、課税状況、収入実績、争訟および犯則事件等を把握し、
過年度からの推移、他の都道府県との比較、府内の地域間の比較・分析を行うことにより府税賦課徴収事務の執行
状況の理解を深めた。
② 課税に関する事務手続について、税目ごとにヒアリングを行い、課税の適正性の確保と課税の網羅性の確保およ
びこれら事務の効率性の確保のための方策を検証した。
③ 徴収に関する事務手続について、必要なヒアリングを行い、徴収率向上と徴収の公平性の確保のための効果的な
方策がとられているかについて検証した。
④ 上記②および③は、本庁税務課５係（庶務係、税制係、管理係、課税係、電算係）および２室（特別機動室、法
人税務室）に加えて、いわゆる府税公所と呼ばれる３府税事務所（京都東府税事務所、京都西府税事務所、京都南
府税事務所）と自動車税管理事務所、さらに府内の４広域振興局税務室のうち２税務室（山城広域振興局、南丹広
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域振興局）、２府税出張所のうち１出張所（中丹西府税出張所）にも往査して、より詳細なヒアリングを行うとと
もに、関係書類の閲覧と収集および関係証憑の突合等を実施した。
⑤ 現在の執行状況に加えて、本庁税務課内部でどのような改善提案が検討されているかについてもヒアリングを実
施し、関係資料の提供を受けるとともに、その実状の理解と把握に努めた。
⑥ 議会における府税に関する質疑の議事録等を閲覧し、関心を集めている事案の把握に努めるとともに、理事者側
がどのように回答、対処しているかについて検証した。
⑦ 過去において監査委員が執行した定期監査における問題点や指摘事項についての資料を閲覧し、行政側がどのよ
うに回答、対処しているかを把握した。
⑧ 東京都における都税の賦課徴収事務について主税局担当者に対するヒアリングを実施し、京都府における課題あ
るいは問題点等との共通点の把握に努めるとともに、京都府にとって活用可能な先例がないかどうか検討を加えた。

4.3．往査の実施状況
上記4.2④でも述べたとおり、外部監査の実施にあたっては本庁税務課におけるヒアリングのみならず、府税公所に
も可能な限り赴いて、文字どおり府税の賦課徴収の最前線の実状を把握することに努めた。この往査の状況は以下のと
おりである。

往査実施府税公所 往査実施日 往査担当者

南丹広域振興局税務室 平成17年９月８日 包括外部監査人および同補助者３名

中丹西府税出張所 平成17年９月12日 包括外部監査人および同補助者３名

山城広域振興局税務室 平成17年９月15日 包括外部監査補助者４名

京都東府税事務所 平成17年９月20日 包括外部監査人および同補助者４名

京都西府税事務所 平成17年９月27日 包括外部監査人および同補助者３名

自動車税管理事務所 平成17年９月28日 包括外部監査人および同補助者３名

京都南府税事務所 平成17年10月５日 包括外部監査人および同補助者３名

５．包括外部監査人および補助者の氏名・資格

5.1．包括外部監査人

公認会計士・税理士 光 田 周 史

5.2．包括外部監査補助者

税 理 士 垣 木 英 宏

公認会計士・税理士 津 田 穂 積

公認会計士・税理士 土江田 雅 史

立命館大学法科大学院教授 三 木 義 一（五十音順）

６．利害関係

京都府と包括外部監査人ならびに補助者との間には、地方自治法第252条の29の規定により記載すべき利害関係はな

い。

７．その他

7.1．東京都における都税の賦課徴収事務に関する実状聴取

府税の賦課徴収事務についてのヒアリングを進めていく中で、「他の都道府県においても同様の課題が惹起している

か」、あるいは「当該課題に対して他の都道府県ではどのように対処しているか」といった疑問に出会うことがしばし

ば生じ、その都度、他の都道府県における税務行政の現状について情報収集する必要性を痛感した。

もちろん、各都道府県においては、文字通りお国柄や地域性が反映されているため、ストレートに京都府の立場と比

較することはできないが、等しく地方税法に基づく賦課徴収事務を行っているという観点からは参考となるべき情報が

得られるはずであると思料した。そして、こうした情報収集を試みる中で、幸いにも東京都主税局税制部の協力を得る

ことができ、都税に関する賦課徴収事務についてヒアリングを実施することができたので、そのことを申し添えておく。

ヒアリング対象部課 ヒアリング実施日 ヒアリング担当者

東京都主税局総務部職員課

同 課税部課税指導課

同資産税部不動産取得税係

同 徴収部徴収指導室

平成17年10月７日 包括外部監査人および同補助者２名

7.2．本報告書のまとめ方

本報告書をまとめるにあたって留意した点は次のとおりである。
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① テーマの特殊性に鑑み、第一に各税目毎にとりまとめることとした。したがって、税目別に「１．制度の概要把

握→２．監査の着眼点と採用した手続きのあらまし→３．監査の結果→４．監査人の意見」という流れで報告書が

作成されている。

② 第二に税目別の縦割りでは捉えられない事項について、課題と思われるテーマ毎にとりまとめることとした。し

かし、報告書の作成は、①と同様に「１．制度の概要把握→２．監査の着眼点と採用した手続きのあらまし→３．

監査の結果→４．監査人の意見」という流れを踏襲している。

③ 最後に「結語」という項目を設けたが、ここでは新たな問題を提起するのではなく、本報告書における包括外部

監査人の意見のサマリーとして位置付けている。つまり、本報告書において開陳・主張してきた意見の中から主な

ものを取り上げて要約するとともに、「重要度」と「緊急度」という観点からランク付けを試みている点に特徴が

ある。もとより、包括外部監査人の私見であることは言うまでもないが、多くの府民なかんずく納税者の意見を代

弁しているものと自負している。ただし、あくまでも要約であるため、監査意見の全体像を浮き彫りにできていな

い懸念がある。したがって、意見の内容もしくはその趣旨を誤解のないよう的確に理解するためには、該当のペー

ジを精読する必要があることを申し添える。

④ 本報告書において使用している各種データは、特に断りのない限り京都府総務部税務課から提供を受けたもので

ある。

第２ 外部監査の対象

1．府税の概要

1.1．歳入総額と府税収入

京都府の平成16年度の一般会計歳入総額は8,403億73百万円であり、そのうち府税収入は2,311億６百万円で、歳入総

額の27.5％を占めている。過去５年間の一般会計の歳入総額と、その内訳は【表1.1】のとおりであるが、厳しい経済

情勢が続く中、平成12年度に比べて京都府の歳入は649億９百万円も減少している。その主な要因は、国庫支出金255億

７百万円および地方交付税317億59百万円の減少に加えて、府税収入自体が590億20百万円もの落ち込みとなっているこ

とにある。府税収入のピークは、平成３年度の3,427億65百万円であったから、それと比較すると平成16年はその７割

の水準にまで落ち込んでおり、厳しい状況を垣間見ることができる。

ちなみに、「府税のしおり」に記されているところによると、平成16年度の2,311億円という税収規模は、昭和62年度

の水準に匹敵するとのことであるから、税収に限ってみれば「失われた18年」といっても過言ではないのかも知れない。

さらに、京都府の歳入総額が漸減する中、府税収入の歳入総額に占める割合も4.5ポイント減少している点に注目した

い。
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1.2．税目別収入状況とその推移

平成16年度における税目別収入状況と過去５年間の推移ならびにその構成比を【表1.2】と【図1.2】に掲げている。

【図1.2】から可視的に読み取れるように、府税の基幹収入は個人府民税に加えて、いわゆる法人二税（法人府民税＋

法人事業税）と自動車二税（自動車税＋自動車取得税）が中心になっていることが分かる。しかし、前二者が景気の動

向に影響されやすいことを勘案すると、京都府の自主財源として安定的な税収と位置付けられるのは後者、すなわち自

動車二税ということになろう。とりわけ自動車税は、12ページの【図1.2の２】のグラフに示すとおり、過去10年間の

様子を概観すると、ほぼ300億円前後の安定的な税収となっていることが分かる。

実は、都道府県税としての自動車税のポジションは決して小さくはない。例えば、【表1.2の２】に示すとおり、税収

に占める自動車税の割合は、政令指定都市を抱える大阪府と愛知県がいずれも12％前後であるのに対して、過疎県とい

われる鳥取県や島根県では16％前後となっている。さらに、両者が徴収率という点では逆転していることが好対照とな

っている点も興味深い。これは、法人二税のような企業課税の機会に恵まれない過疎県においては自動車税が基幹税と

して位置付けられ、課税徴収事務の力点がそこに注がれた結果、徴収率も高位に維持されているものと推測される。

ところで、この自動車税の徴収率に関して、京都府のそれは好転の兆しは見えつつあるものの、必ずしも芳しい状況

ではないことを付言しておきたい。平成16年度における徴収率は93.6％と報告されているが、これは47都道府県中39位

に留まる数字となっている。ちなみに、東京都における自動車税の徴収率は、平成11年度の92.6％（47都道府県中45位）

から平成16年度の96.7％（47都道府県中８位）に劇的な改善を遂げている。その経緯や要因等については、「第３ 監

査の結果および意見」の「５．自動車税について」（39ページ）において改めて詳述するが、府税の賦課徴収という監

査テーマにおいて、自動車税は見落とせない税目のひとつといってよい。
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2．賦課徴収組織の概要

2.1．京都府の税務機構

2.1.1．総務部税務課

平成17年４月１日現在の京都府の税務機構は【図2.1.1】に示すとおりである。

本庁機関としては、京都府部制設置条例（平成７年３月14日条例第３号）によって府税に関する事務を分掌している

総務部があり、総務部に京都府組織規程（昭和30年11月１日規則第32号）によって税務課が配置され、府税に関する次

の事務をつかさどることとされている。

なお、本報告書では、この総務部税務課をもっぱら「本庁税務課」と表現していることを申し添えておく。
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2.1.2．府税事務所と自動車税管理事務所

出先機関としては京都府行政機関設置条例（平成12年３月28日条例第３号）第３条により、府税に関する事務を分掌

させるため京都府府税事務所および京都府自動車税管理事務所を設置するとされ、次の３つの府税事務所と１つの自動

車税管理事務所が設けられている。
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2.1.3．広域振興局税務室と府税出張所

京都府行政機関設置条例第２条により、知事の権限に属する事務を分掌させ地域の振興を図るため京都府広域振興局

を設置するとされ、次の４つの広域振興局が設けられている。

そして、これらの広域振興局には京都府組織規程第71条の２によって税務室が設けられ、さらに同規程第71条の４に

より京都府山城広域振興局および京都府中丹広域振興局に府税出張所が置かれている。なお、税務室ならびに府税出張

所がつかさどる事務は次のとおりである（京都府組織規程第72条）。

2.1.2．で述べた府税事務所と自動車税管理事務所に、ここで述べた広域振興局税務室と府税出張所を加えて「府税

公所」という表現をすることがある。

2.2．平成17年度税務運営方針

平成17年４月26日付で京都府総務部長から発遣された「平成17年度税務運営方針」の項目を掲げると次のとおりであ

る。
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第３ 監査の結果および意見

1．個人府民税について

1.1．個人府民税の概要

個人府民税は、社会運営費用の一部を府民に広く負担してもらうためのものである。個人府民税には、均等割、所得

割、配当割および株式等譲渡所得割があり、均等割と所得割については市町村民税とあわせて住民税と呼ばれている。

個人府民税の均等割と所得割の課税や納税の手続は、市町村が市町村民税とあわせて行っている。

1.1.1．均等割および所得割

毎年１月１日現在において府内に住所がある個人は均等割と所得割の両方を納め、府内に事務所や事業所または家屋

敷があり、その所在する市町村内に住所がない個人は均等割のみを納めることになる。
�１ 税率は次のとおりである。

均等割…1,000円

所得割…課税所得700万円以下の金額の100分の２

課税所得700万円を超える金額の100分の３
�２ 所得割の計算方法は次のとおりである。

所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額および山林所得金額である（地方

税法第32条１項）。課税標準から各種の所得控除を差し引いて課税所得を求め上記税率を適用し所得割を計算する。
�３ 賦課徴収の方法は次のとおりである。

賦課期日は、当該年度の初日の属する年の１月１日である。賦課徴収は、特別の定めがある場合を除くほか、府

内の区域内の市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収の例により当該市町村の個人の市町村民税の賦課

徴収とあわせて行うものである（地方税法第41条１項）。京都府は、市町村が個人の府民税の賦課徴収に関する事

務を行うために要する費用を補償するため、一定の徴収取扱費を市町村に対して交付しなければならないとされて

いる（地方税法第47条）。

1.1.2．配当割

配当割は、府内に住所を有する個人で特定配当等（一定の上場株式等の配当など）の支払を受ける者に課せられる。

特定配当の支払をする株式会社等が、その支払の際に徴収して京都府に納める。
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�１ 税率は次のとおりである。

支払を受けるべき配当等の額の５％（ただし、平成16年１月１日から平成20年３月31日までの間は３％とされて

いる）
�２ 配当割交付金について

京都府は、納入された配当割の1,000分の646（平成16年１月１日から平成20年３月31日までの間は30分の19）を

市町村に交付する。各市町村に対しては、当該市町村から京都府に納入された個人の府民税（均等割および所得割）

の額に按分して交付する。

1.1.3．株式等譲渡所得割

株式等譲渡所得割は、府内に住所を有する個人で源泉徴収選択口座内において特定株式等（上場株式等）の譲渡所得

等が生じた者に課せられる。特定口座が開設された証券会社等が譲渡の対価等の支払の際に徴収し京都府に納める。
�１ 税率は次のとおりである。

源泉徴収選択口座内での特定株式等譲渡所得等の額の５％（ただし、平成16年１月１日から平成19年12月31日ま

での間は３％とされている）
�２ 株式等譲渡所得割交付金

京都府は、納入された株式等譲渡所得割の1,000分の646（平成16年１月１日から平成19年12月31日までの間は30

分の19）を市町村に交付する。各市町村に対しては、当該市町村から京都府に納入された個人の府民税（均等割お

よび所得割）の額に按分して交付する。

1.2．着眼点と手続

1.2.1．徴収率と滞納繰越額

平成16年度の個人府民税の調定額は【表1.2.1】のとおり現年課税分で44,721百万円であり、京都府全体の税収の19

％強を占めている。内訳は、均等割と所得割が42,463百万円、配当割が1,105百万円、株式等譲渡所得割が1,152百万円

であり、均等割と所得割で個人府民税の約95％を占めている。

ところで、徴収率とは調定額に対する実際の収入金額の割合をいうが、京都府の個人府民税の徴収率は次ページの

【表1.2.1の２】のとおり、平成16年度における現年課税分と滞納繰越分を合わせて94.6％となっており、全国の都道

府県中トップである。

ただし、前述のように、個人府民税の均等割・所得割については、府内の市町村が当該市町村の個人市町村民税の賦

課徴収とあわせて同時に徴収するため、徴収率の高低は府内の各市町村の技量に依存していることになる。また、徴収

率が高いとはいえ、その数字は94.6％に留まっており、したがって、滞納繰越額も平成16年度で2,263百万円に達して

いる。これは、不動産取得税や自動車税を上回る多額の滞納繰越額である。
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したがって、京都府では府内の市町村との連携を強化することによって、各市町村レベルでの徴収率アップと滞納整

理の推進を促進するべく努力しているところであるが、それが奏功しているか否かについて検証する必要がある。

1.2.2．税源移譲とその影響

平成18年度地方税制改正（案）においては、所得税から地方税（個人住民税）への税源移譲の一環として、平成19年
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度分以後の個人府民税の税率が次のように見直されることとされている。

京都府にとっては増収に繋がるが、府民にとっては個人住民税の負担が増すことになるわけであるから、府税に対す

る関心は一層高くなることが予想される。その意味では、課税事務の執行には今まで以上に適正性と効率性が求められ

ることになる。そこで、こうした適正性や効率性の確保という点についても留意して監査を実施した。

1.2.3．調定作業と徴収取扱費交付事務

個人府民税の賦課徴収については、個人市町村民税の賦課徴収と併せて市町村が行うことになっているため、京都府

としての調定作業は各市町村からの定期的な報告書に対するチェックを行うことによって実施している。したがって、

このチェックの方法や結果に問題点がないか検証した。さらに、京都府は、各市町村における個人府民税の賦課徴収に

要する費用を補償するため、各市町村に対して徴収取扱費を交付しなければならないこととされている。徴収取扱費の

内訳は、納税通知書等１枚につき60円および京都府に払い込まれた金額に対して７％となっている。割高に感じられる

が、地方税法第47条および同施行令第８条の３の規定によるものであり、京都府の裁量だけでは如何ともし難い。なお、

徴収取扱費の計算書類は各市町村から提出され、京都府はそれをチェックした上で交付を行っている。個人府民税につ

いては、各市町村からの納入報告および徴収取扱費の計算書のチェックをして徴収取扱費を交付することで、均等割と

所得割に関する徴収業務は完了する。

このように市町村による徴収事務に依存する個人府民税の調定作業および徴収取扱費交付事務について、京都府がど

のような手続きにどれだけの時間を割いているのか、またどのようにして課税の効率化を図っているのか等についてヒ

アリングを行うとともに各種資料の提供を受けて監査を実施した。

1.3．監査の結果

1.3.1．調定作業について

個人府民税の調定事務スケジュールについて要約した資料が、次ページに掲げる【表1.3.1】のとおりである。
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個人府民税の均等割と所得割の調定については、各市町村からの報告書に基づいて行われている。個人府民税の賦課

徴収に関して、京都府は地方税法第46条の規定に基づき京都府府税条例第35条の規定によって市町村長からの報告を受

けている。報告書の種類および提出期限は【表1.3.1の２】のとおりである。
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【表1.3.1の２】における①と②の報告書には、納税者数と課税総額が普通徴収分と特別徴収分等の区分ごとに記載

されている。さらに③の報告書には、現年課税分および滞納繰越分のそれぞれについて、翌年度への繰越額と経過表の

記載があり、京都府の出納機関への払込状況や不納欠損額の事由別内訳の記入がある。

京都府は、上記の各報告書に対して内容のチェックを行い、個人府民税の調定を行う。このチェックは、主に報告書

の計算内容に関する正確性と数字の連続性に関する妥当性に主眼が置かれているものの、書類上のチェックにとどまっ

ているのが現状である。個人の所得税の確定金額が過少であると認められる場合や所得税につき無申告かつ決定のなさ

れていない場合における自主調査による算定作業（地方税法第315条）についても、もっぱら市町村に委ねられている。

1.3.2．徴収取扱費交付事務の概要

徴収取扱費の交付は、地方税法第47条の規定に基づき、京都府府税条例第36条によっている。この徴収取扱費の算定

対象は、次の【表1.3.2】のとおりである。

また、徴収取扱費交付事務の流れとしては、
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各市町村より計算書提出→計算書の精査→交付金額の集計→起案→決裁→支出

となっている。

交付は、７月・８月・11月・２月の年４回である。京都府は各市町村が作成する徴収取扱費計算書に対してチェック

を行い、交付を決定をする。各市町村に対する徴収取扱費の支払いは、各市町村からの個人府民税の納入とは別途に行

われる。地方税法第47条第１項１号、同施行令第８条の３第１項に基づき支払われる通知書発送１件あたり60円の金額

については、税額が納税者から未収となっていても、それに関わらず機械的に支払われている。

1.3.3．徴収取扱費交付事務の移管

調定作業および徴収取扱費交付事務については、平成16年10月より各所管ごとで事務処理をしている。すなわち、京

都市分は本庁税務課で、他の市町村分は京都西府税事務所および各広域振興局でそれぞれの事務手続きを担当すること

となった。それ以前は本庁税務課だけですべての事務作業をしていたものである。そこで、本庁税務課単独で全市町村

分の個人府民税の事務手続きをしていたときの実績として、どの程度の手間を必要としていたかについて質問したとこ

ろ、京都府からは「年間の業務量を延べ人数で換算すれば0.25人分である」という回答を得た。

京都府では、滞納整理における市町村との連携を図るべく、各市町村に対する徴収取扱費の支払権限を平成16年10月

１日付けで京都西府税事務所と各広域振興局税務室に委譲している。その結果、京都西府税事務所および広域振興局税

務室は、上記個人府民税の調定作業の事務と徴収取扱費の交付事務の作業を新たに負担することになった。作業内容は、

もっぱら各市町村から提出される書類のチェックであるが、そのチェックの内容は書類上の数字の正確性と連続性に関

するチェックのみであり、市町村の保有する原始資料等までチェックするものではない。したがって、特に高度な知識

と経験を必要とされる作業ではなく、この作業に特殊性や困難性は認められない。しかし、その一方で、それなりに手

間のかかる作業であることも事実であり、委譲先において多少なりとも業務負担の増加を伴っている。

1.4．意見

1.4.1．徴収率向上への積極策について

京都府は、その規模に比べて相対的に大きな政令指定都市を抱えるという意味では特色のある地方自治体である。

【表1.4.1】から分かるように近隣の府県とそこに位置する政令指定都市の人口比が約３割前後であるのに対して、京

都府と京都市のそれはほぼ倍の約６割に達する割合となっている。このことは京都市政の京都府政に与える影響が大き

いことを物語っている。

これは、個人府民税の徴収という場面においても顕著であり、京都府の徴収率が47都道府県中トップとなっているの

も、実は京都市の個人市民税の徴収率が高位で推移していることに負うところが大きい。しかし、その一方で滞納繰越

額が大きくなっているということは、京都市以外の府内の市町村の徴収実績が芳しくないことの証左でもある。

したがって、京都府においては、府内の市町村との連携を深めて滞納繰越額の圧縮と新たな発生の防止に向けた積極

的な取り組みを展開することを期待したい。この点、地方税法が改正されて道府県による直接徴収の要件が緩和された

ことが契機となって、高額で悪質な滞納案件を対象とした道府県による直接徴収が活発化していると聞く。報道による

と、大阪府でも府税収入未済額の３分の１（約129億円）を占める個人府民税の早期徴収を図るため、個人住民税で徴

収困難な滞納事案について市町村から徴収権限を引き継ぎ、大阪市を除く府内42市町村で直接徴収に着手し、これまで

に23市町村から引き継いだ事案の４分の３を処理したという。

京都府においても、京都市以外の府内市町村とこれまで以上に積極的に直接徴収の合意を行い、戸別訪問や財産調査

を実施し、場合によっては差し押さえに踏み切るなどの毅然とした対応をとることが望まれる。

1.4.2．調定作業および徴収取扱費交付事務について

個人府民税の調定および徴収取扱費の交付事務は、もともと本庁税務課ですべて行っていたものであるが、平成16年

10月より京都西府税事務所と広域振興局税務室に管轄市町村分についての調定作業および徴収取扱費の交付事務手続と
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支払権限を委譲している。これは市町村連携に重点をおく京都府の政策の一環でもある。しかしながら、個人府民税の

課税の効率性という観点からは、この政策には疑問なしとしない。確かに、個人府民税の滞納繰越額は少なくなく、そ

の滞納整理において市町村との連携を図ることは重要である。しかし、滞納整理に係る市町村連携の問題と単なる書類

上のチェックにすぎない徴収取扱費交付事務の委譲・移管との間に関連性は見いだしがたく、個人府民税の課税という

全体像を俯瞰した場合、事務手続きの委譲・移管により、かえって課税の効率性の低下を招いているのではないかとい

う疑問が残る。

この点、事務作業の委譲・移管した後の年間の事務量がどのように変化したか改めて質問をしたところ、本庁税務課

からは「調定事務および徴収取扱費交付事務ともに事務処理の内容は移管前後を通じて同じであることから、トータル

の事務量についてほぼ変化はない」との回答を得た。要するに、一定の事務量を分担しただけであるからトータルでは

何も変わらず、その意味では効率化には繋がっていないということである。

実際、課税の効率性という観点から考えた場合、一定の事務処理を集中して行うのと分散して行うのとでは、集中処

理をした方が業務の統一性や情報の一元管理という面からは優れていると思われる。機械的に納入される個人府民税の

事務的なチェックは１ヶ所でまとめた方が明らかに効率的であり、個人府民税に係る各種のデータ作成等も本庁税務課

で一括して対応するほうが、業務としての一貫性を保つことができよう。その意味で、個人府民税の調定作業および徴

収取扱費交付事務手続の分散は、課税の効率性を阻害していると判断せざるを得ない。

しかし、それでも敢えて事務手続の分散に踏み切ったのは、それが滞納整理に係る市町村連携の強化に繋がると考え

たからと推察する。この事務手続きを糸口として府税公所と市町村の担当者同士が接触する機会が増加し、ひいては交

流が生まれて市町村連携の活性化に繋がるという効果を期待しての取り組みと理解する必要もあろう。したがって、こ

うした努力を重ねつつある市町村連携による成果について、われわれは今後より一層厳しい目で見守っていく必要があ

る。この点については、後述する「13．府税の滞納整理について」（77ページ）においても詳細に検討しているが、滞

納整理における市町村との連携は緒に就いたばかりであり、今後の積極的な取り組みが期待されるところである。

1.4.3．徴収取扱費のあり方について

徴収取扱費は、地方税法および地方税法施行令で金額が定められているものである。しかし、各市町村が負担する徴

税コストを補償する額として適正であるかどうか再度検討する余地があると考える。納入額に対して一律７％の徴収取

扱費負担とされているが、特別徴収と普通徴収による納税では徴税コストには明らかに差があるであろうし、そもそも

７％という負担率の合理性についても検討の余地があろう。

さらに、通知書1通につき60円という負担は、京都府の実収入の有無に関係なく発生するものであり適正な負担とい

えるのかどうか疑問である。

こうした問題は、ひとり京都府のみで解決できるものではないが、他の都道府県とも連携して総務省を通じて法律改

正を働きかけていく必要性を感じる。

なお、平成18年度地方税制改正（案）によると、平成19年度分以後の徴収取扱費の算定方法が次のように見直される

こととなった。

現行の算定方法が税収ベースとなっているため、税源移譲によって都道府県民税収入額が増加すると、それに連動し

て市町村に交付する徴収取扱費が増加するという問題があるため、新たな算定方法が導入されるようである。この改正

案を受けて、徴収取扱費交付金額が今後どのように推移するかについて本庁税務課に試算を求めた結果を要約した資料

が、次ページの【表1.4.3の２】である。
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つまり、現行の算定方法に比べて納税義務者数をベースにした新しい算定方法によるほうが、府の負担額が安定した

形で低く抑えられることになる。こうした歓迎すべき改正が日頃からの働きかけの賜物とするならば、今後も機会を捉

えて他の都道府県とも連携して積極的に法律改正を働きかけていく必要性があることを痛感する。

２．個人事業税について

2.1．個人事業税の概要

2.1.1．個人事業税の特徴

事業者は、道路などの各種の公共施設を利用し、様々な行政サービスを受けている。そこで、こうした行政コストの

応分の負担を個人事業者に求めて課税されるのが個人事業税である。納税義務者は、府内に事務所・事業所を設けて第

一種事業、第二種事業および第三種事業を営んでいる個人である。第一種事業とは物品販売業等37業種で原則として商

工業等いわゆる営業に属するものとされ、第二種事業とは畜産業等３業種で概ね原始産業に属するもの、第三種事業と

は医業等31業種でいわゆる自由業に属するものとされている。

2.1.2．税率と課税標準

個人事業税の税率は次のとおりである。
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また、課税標準は前年中における個人の事業所得と不動産所得である。所得金額の計算は、原則として所得税におけ

る事業所得や不動産所得の計算と同じであるが、所得税にある青色申告特別控除などの制度はない。また、地方税法の

規定により年290万円（事業の期間が１年に満たないときは月割計算による）の事業主控除などの各種控除があり、そ

れらを控除して課税所得額を求めた上で税率を乗じて税額を求める。

2.1.3．申告と納税

事業所得の金額が事業主控除額を超える者は、翌年の３月15日まで（年の中途に事業を廃止したものについては、廃

止した日から１月以内、死亡により事業を廃止したときは４月以内）に、当該年分の個人事業税に係る申告書を提出す

る必要がある。ただし、所得税の確定申告書あるいは府・市町村民税の申告書を提出した場合には、当該申告書が提出

された日に事業税の申告がされたものとみなされる。

そして、京都府から送付される納税通知書によって、８月、11月の２回に分けて（税額が１万円以下の場合は８月に

全額）納付する。

2.1.4．個人事業税に関する業務フロー

個人事業税に関する業務フロー図を次ページの【図2.1.4】に示す。




